
八

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
が
検
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
等
の
様
式
を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十

八
号
）

改

正

案

現

行

（
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
の
様
式
）

（
検
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
の
様
式
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
条

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
九
十
条

第
一
項
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

第
一
項
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
九
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て

百
九
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
二
項
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
二
項
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
十
七
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
九
条

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
十
七
条
第
二
項
（
同
法
第
二
百
九
条

（
同
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

（
同
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
十
条
第
二
項
及
び
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等

三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
十
条
第
二
項
及
び
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等

の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平

の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監

成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
取
引
等
監

視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
委
員
会
の
委
任
を
受
け

視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
委
員
会
の
委
任
を
受
け

た
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
の
命
を
受
け
た
職
員
を
含
む
。
）
が
検
査
を
す

た
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
の
命
を
受
け
た
職
員
を
含
む
。
）
が
検
査
を
す

る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
証
明
書
は
、
次
の
各
号
に

る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
証
明
書
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査

別
紙
様
式
第
一

一

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
検
査

別
紙
様
式
第
一



イ

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
五
条
の
三

イ

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
六
十
五
条
の
三

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六

十
条
の
十
一
、
第
六
十
三
条
第
八
項
、
第
六
十
六
条
の
二
十
二
、
第
七
十

十
条
の
十
一
、
第
六
十
三
条
第
八
項
、
第
六
十
六
条
の
二
十
二
、
第
七
十

五
条
、
第
七
十
九
条
の
四
、
第
七
十
九
条
の
七
十
七
、
第
百
三
条
の
四
、

五
条
、
第
七
十
九
条
の
四
、
第
七
十
九
条
の
七
十
七
、
第
百
三
条
の
四
、

第
百
六
条
の
六
、
第
百
六
条
の
十
六
、
第
百
六
条
の
二
十
、
第
百
六
条
の

第
百
六
条
の
六
、
第
百
六
条
の
十
六
、
第
百
六
条
の
二
十
、
第
百
六
条
の

二
十
七
、
第
百
五
十
一
条
（
同
法
第
百
五
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

二
十
七
、
第
百
五
十
一
条
（
第
百
五
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
の
九
、
百
五
十
六
条
の
十
五
、
第

合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
五
条
の
九
、
百
五
十
六
条
の
十
五
、
第
百
五

百
五
十
六
条
の
三
十
四
及
び
第
百
八
十
七
条
の
規
定

十
六
条
の
三
十
四
及
び
第
百
八
十
七
条
の
規
定

ロ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）



九

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

（
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
事
前
開
示
事
項
）

第
百
九
十
三
条

（
略
）

第
百
九
十
三
条

（
略
）

２

こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
対
価
」
と
は
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
吸
収
合
併

２

こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
対
価
」
と
は
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
吸
収
合
併

に
際
し
て
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
主
に
対
し
て
そ
の
投
資
口
に
代
え
て
交

に
際
し
て
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
主
に
対
し
て
そ
の
投
資
口
に
代
え
て
交

付
す
る
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
口
又
は
金
銭
を
い
う
。

付
す
る
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
口
を
い
う
。

３

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
合
併
対
価
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
」
と
は

３

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
合
併
対
価
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
」
と
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
（
当
該
定
め
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

定
め
が
な
い
こ
と
）
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

定
め
が
な
い
こ
と
）
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

一

合
併
対
価
の
総
計
（
投
資
口
の
総
数
及
び
金
銭
の
総
額
を
い
う
。
）
の
相

一

合
併
対
価
の
総
数
の
相
当
性
に
関
す
る
事
項

当
性
に
関
す
る
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

三

合
併
対
価
と
し
て
金
銭
を
選
択
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由

（
新
設
）

４

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
合
併
対
価
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
合
併
対
価
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
項
（
法
第
百
四
十
九
条

」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
項
（
法
第
百
四
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
こ
れ
ら
の
事
項
の
全
部
又
は
一

第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
こ
れ
ら
の
事
項
の
全
部
又
は
一

部
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
総
投
資
主

部
の
記
載
又
は
記
録
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
総
投
資
主

の
同
意
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
意
が
あ
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
と

の
同
意
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
同
意
が
あ
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
と

す
る
。

す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
合
併
対
価
と
し
て
交
付
さ
れ
る
投
資
口
の
換

二

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
合
併
対
価
の
換
価
の
方
法
に
関
す
る
事
項

価
の
方
法
に
関
す
る
事
項

イ

当
該
投
資
口
を
取
引
す
る
市
場

イ

合
併
対
価
を
取
引
す
る
市
場

ロ

当
該
投
資
口
の
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
者

ロ

合
併
対
価
の
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
者

三

合
併
対
価
と
し
て
交
付
さ
れ
る
投
資
口
に
市
場
価
格
が
あ
る
と
き
は
、
そ

三

合
併
対
価
に
市
場
価
格
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
価
格
に
関
す
る
事
項

の
価
格
に
関
す
る
事
項

５

（
略
）

５

（
略
）

（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限

（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限

）

）

第
二
百
六
十
七
条

法
第
二
百
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

第
二
百
六
十
七
条

法
第
二
百
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
適
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

り
適
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百

内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百

五
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

五
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



十

資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行
う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定
譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三

十
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
譲
渡
人
の
親
会
社
又
は
子
会
社
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

（
特
定
譲
渡
人
の
親
会
社
又
は
子
会
社
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

第
二
十
四
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定

第
二
十
四
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

通
常
の
取
引
の
条
件
と
著
し
く
異
な
る
条
件
で
、
当
該
特
定
目
的
会
社
又

一

通
常
の
取
引
の
条
件
と
著
し
く
異
な
る
条
件
で
、
当
該
特
定
目
的
会
社
又

は
特
定
譲
渡
人
の
親
法
人
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項

は
特
定
譲
渡
人
の
親
法
人
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
一
条
の
四
第
五
項

に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子

に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子

法
人
等
（
同
法
第
三
十
一
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。

法
人
等
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
募
集
等
契
約
に
係
る
取
引
を
行
う
こ
と

い
て
同
じ
。
）
と
募
集
等
契
約
に
係
る
取
引
を
行
う
こ
と
。

。
二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）



十
一

特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
募
集
等
を
行
う
原
委
託
者
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
原
委
託
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

（
原
委
託
者
の
親
法
人
等
又
は
子
法
人
等
が
関
与
す
る
行
為
の
制
限
）

第
二
十
四
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定

第
二
十
四
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

通
常
の
取
引
の
条
件
と
著
し
く
異
な
る
条
件
で
、
当
該
原
委
託
者
の
親
法

一

通
常
の
取
引
の
条
件
と
著
し
く
異
な
る
条
件
で
、
当
該
原
委
託
者
の
親
法

人
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等

人
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
一
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
等
（
同
法
第
三
十

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
法
人
等
（
同
条
第
六
項

一
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
受
益

同
じ
。
）
と
受
益
証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引
を
行
う
こ
と
。

証
券
の
募
集
等
に
係
る
取
引
を
行
う
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）



十
二

投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
四
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

吸
収
合
併
対
価

吸
収
合
併
に
際
し
て
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
吸
収
合
併

三

吸
収
合
併
対
価

吸
収
合
併
に
際
し
て
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
吸
収
合
併

消
滅
法
人
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅

消
滅
法
人
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅

法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
投
資
主
に
対
し
て
交
付
す
る
投
資
口
又
は

法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
投
資
主
に
対
し
て
交
付
す
る
投
資
口
を
い

金
銭
を
い
う
。

う
。

四

（
略
）

四

（
略
）

四
の
二

吸
収
合
併
対
価
簿
価

吸
収
合
併
対
価
で
あ
る
金
銭
の
額
を
い
う
。

（
新
設
）

五
～
十
五

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）

（
共
通
支
配
下
関
係
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
の
れ
ん
の
計
上
）

第
十
条
の
二

吸
収
合
併
消
滅
法
人
と
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
共
通
支
配
下
関
係

（
新
設
）

に
あ
る
も
の
と
し
て
計
算
す
べ
き
場
合
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
及
び

第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
き
は
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
は
、
吸
収
合
併
に
際
し
て
、
当
該
各
号

に
定
め
る
の
れ
ん
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
吸
収
合
併
対
価
の



一
部
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
口
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
号
に
定
め
る

の
れ
ん
は
、
吸
収
合
併
対
価
簿
価
を
超
え
て
計
上
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一

イ
に
掲
げ
る
額
が
ロ
に
掲
げ
る
額
未
満
で
あ
る
場
合
（
吸
収
合
併
対
価
の

全
部
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
口
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
差

額
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
資
産
と
し
て
の
の
れ
ん

イ

に
掲
げ
る
額
か
ら

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

(1)

(2)

吸
収
合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額

(1)

吸
収
合
併
の
直
前
に
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅

(2)
法
人
の
投
資
口
の
帳
簿
価
額

ロ

吸
収
合
併
対
価
簿
価

二

前
号
イ
に
掲
げ
る
額
が
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
以
上
で
あ
る
場
合
（
吸
収
合

併
対
価
の
全
部
又
は
一
部
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
口
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）

そ
の
差
額
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
負
債
と
し
て
の
の
れ

ん

２

前
項
の
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
上
す
る
の
れ
ん
の
額
は
、
吸
収

合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
に
は
、
算
入
し
な
い
。

（
子
法
人
と
合
併
を
す
る
場
合
に
お
け
る
の
れ
ん
等
の
計
上
）

（
子
法
人
と
合
併
を
す
る
場
合
に
お
け
る
の
れ
ん
等
の
計
上
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

第
十
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
項
に
規

２

前
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定

定
す
る
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該
吸
収
合
併

す
る
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該
吸
収
合
併
存

存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
少
数
投
資

続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
少
数
投
資
主

主
が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
計
上

が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
計
上
す



す
る
の
れ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
の
れ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

前
条
（
第
一
項
第
一
号
イ

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項

（
新
設
）

(2)

に
規
定
す
る
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該
吸
収

合
併
存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
少
数

投
資
主
が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て

計
上
す
る
の
れ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項

中
「
吸
収
合
併
対
価
簿
価
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
対
価
簿
価
（
少
数
投
資

主
に
交
付
す
る
吸
収
合
併
対
価
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第

一
号
イ

中
「
吸
収
合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
簿

(1)

価
投
資
主
資
本
額
（
少
数
投
資
主
が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に

対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

前
条
（
第
一
項
第
一
号
イ

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項

（
新
設
）

(2)

に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
中
間
子
法
人
等
が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人

の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
計
上
す
る
の
れ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
吸
収
合
併
対
価
簿
価
」
と
あ
る
の

は
「
吸
収
合
併
対
価
簿
価
（
中
間
子
法
人
等
に
交
付
す
る
吸
収
合
併
対
価
に
相

当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
イ

中
「
吸
収
合
併
簿
価
投
資

(1)

主
資
本
額
」
と
あ
る
の
は
「
吸
収
合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
（
中
間
子
法
人
等

が
有
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

３

（
略
）

（
の
れ
ん
の
計
上
の
禁
止
）

（
の
れ
ん
の
計
上
の
禁
止
）



第
十
二
条

吸
収
合
併
対
象
財
産
に
吸
収
合
併
消
滅
法
人
に
お
け
る
吸
収
合
併
の

第
十
二
条

吸
収
合
併
対
象
財
産
に
吸
収
合
併
消
滅
法
人
に
お
け
る
吸
収
合
併
の

直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
す
べ
き
場
合
に
は
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
は
、
吸
収
合

直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
す
べ
き
場
合
に
は
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
は
、
吸
収
合

併
に
際
し
て
、
の
れ
ん
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

併
に
際
し
て
、
の
れ
ん
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
の
れ
ん
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

一

前
条
の
規
定
に
よ
り
の
れ
ん
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
主
資
本
）

（
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資
主
資
本
）

第
二
十
二
条

吸
収
合
併
対
価
の
全
部
又
は
一
部
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
投
資

第
二
十
二
条

次
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
き
、
吸
収
合
併
存
続
法
人
の

口
で
あ
る
場
合
（
次
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
吸
収
合

次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

併
存
続
法
人
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
「
吸
収
合
併
投
資
主
資
本
変
動
額
」
と
は
、
次
の
各
号
に

２

前
項
に
規
定
す
る
「
吸
収
合
併
投
資
主
資
本
変
動
額
」
と
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

吸
収
合
併
対
象
財
産
の
全
部
の
取
得
原
価
を
吸
収
合
併
対
価
の
時
価
そ
の

一

吸
収
合
併
対
象
財
産
の
全
部
の
取
得
原
価
を
吸
収
合
併
対
価
の
時
価
そ
の

他
当
該
吸
収
合
併
対
象
財
産
の
時
価
を
適
切
に
算
定
す
る
方
法
を
も
っ
て
測

他
当
該
吸
収
合
併
対
象
財
産
の
時
価
を
適
切
に
算
定
す
る
方
法
を
も
っ
て
測

定
す
る
こ
と
と
す
べ
き
場
合

吸
収
合
併
対
価
時
価
（
吸
収
合
併
存
続
法
人

定
す
る
こ
と
と
す
べ
き
場
合

吸
収
合
併
対
価
時
価

の
投
資
口
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二

吸
収
合
併
消
滅
法
人
と
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
共
通
支
配
下
関
係
に
あ
る

二

吸
収
合
併
消
滅
法
人
と
吸
収
合
併
存
続
法
人
が
共
通
支
配
下
関
係
に
あ
る

も
の
と
し
て
計
算
す
べ
き
場
合
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

も
の
と
し
て
計
算
す
べ
き
場
合
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

。
）

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

。
）

イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

吸
収
合
併
対
価
簿
価

（
新
設
）



三

吸
収
合
併
消
滅
法
人
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
子
法
人
で
あ
る
も
の
と
し

三

吸
収
合
併
消
滅
法
人
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
子
法
人
で
あ
る
も
の
と
し

て
計
算
す
べ
き
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該

て
計
算
す
べ
き
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該

吸
収
合
併
存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

イ
及

吸
収
合
併
存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

吸
収
合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
（
中
間
子
法
人
等
が
有
す
る
吸
収
合
併

ロ

吸
収
合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
（
中
間
子
法
人
等
が
有
す
る
吸
収
合
併

消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
中
間
子
法
人
等

消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）

に
交
付
す
る
吸
収
合
併
対
価
簿
価
を
減
じ
て
得
た
額

四

吸
収
合
併
消
滅
法
人
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
子
法
人
で
あ
る
も
の
と
し

四

吸
収
合
併
消
滅
法
人
が
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
子
法
人
で
あ
る
も
の
と
し

て
計
算
す
べ
き
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該

て
計
算
す
べ
き
場
合
（
当
該
吸
収
合
併
存
続
法
人
の
親
法
人
そ
の
他
の
当
該

吸
収
合
併
存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

吸
収

吸
収
合
併
存
続
法
人
を
支
配
す
る
者
が
存
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

吸
収

合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
（
少
数
投
資
主
及
び
中
間
子
法
人
等
が
有
す
る
吸

合
併
簿
価
投
資
主
資
本
額
（
少
数
投
資
主
及
び
中
間
子
法
人
等
が
有
す
る
吸

収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
吸
収
合
併

収
合
併
消
滅
法
人
の
投
資
口
に
対
応
す
る
部
分
に
限
る
。
）

対
価
簿
価
を
減
じ
て
得
た
額

五

（
略
）

五

（
略
）



十
三

金
融
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
八
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務

４

コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
」

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
銀
行
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
（
次
の
ニ
又
は
ホ
に
規

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
（
次
の
ニ
又
は
ホ
に
規

定
す
る
企
業
集
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
構
成
す
る
者
に
つ
い
て
の
監

定
す
る
企
業
集
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
構
成
す
る
者
に
つ
い
て
の
監

督
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

督
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

次
の

及
び

に
掲
げ
る
者
（

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に

ニ

次
の

及
び

に
掲
げ
る
者
（

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

は
当
該
者
を
含
む
。
）
で
構
成
さ
れ
る
企
業
集
団

は
当
該
者
を
含
む
。
）
で
構
成
さ
れ
る
企
業
集
団

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
（

(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

五
十
二
号
）
第
百
五
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以

五
十
二
号
）
第
百
五
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
子
会
社
で

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
子
会
社
で

(1)

(1)

あ
る
銀
行
等
と
共
通
の
役
員
又
は
使
用
人
が
行
っ
て
い
る
会
社

あ
る
銀
行
等
と
共
通
の
役
員
又
は
使
用
人
が
行
っ
て
い
る
会
社

ホ

次
の

及
び

に
掲
げ
る
者
（

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に

ホ

次
の

及
び

に
掲
げ
る
者
（

又
は

に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)



は
当
該
者
を
含
む
。
）
で
構
成
さ
れ
る
企
業
集
団

は
当
該
者
を
含
む
。
）
で
構
成
さ
れ
る
企
業
集
団

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
（

(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
五
十
三
条
第
三
項
各
号

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第

に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

に
掲

五
十
二
号
）
第
百
五
十
一
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以

(1)

げ
る
者
又
は
そ
の
国
内
の
子
会
社
若
し
く
は
支
店
で
あ
る
銀
行
等
と
共

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
国
内
の
子

(1)

通
の
役
員
又
は
使
用
人
が
行
っ
て
い
る
国
内
の
会
社

会
社
若
し
く
は
支
店
で
あ
る
銀
行
等
と
共
通
の
役
員
又
は
使
用
人
が
行

っ
て
い
る
国
内
の
会
社

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

16

16


